
 
 令和 2 年 3 月 1 日 

  

健康管理委員 様 

 

                      東京金属事業健康保険組合 

健康管理部 

 

 

概況レポート（第 6号） 

 

 早春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

「暖冬」、「新型コロナ」で体調を整え難い状況ですが、桜の開花予報は、3 月 15 日と

史上最速になるそうで、花見（宴会）の準備は早めに始める必要があるようです。 

 

Ⅰ．トピックス 

 

１．令和 2 年度一般勘定保険料率の状況（東京都内の総合型健康保険組合の状況） 

① 保険料率を変更した組合数 

      引上げ２健保組合 

      引下げ 3 健保組合 

※金属けんぽは、現状維持。 

 

    ② 保険料率の分布（金属けんぽは 95‰です。） 

保険料率 健保組合数 割合(%) 

100‰以上 18 21.2 

95‰超～100‰未満 31 36.5 

95‰ 4 4.7 

 95‰未満 32 37.6 

合 計 85 100.0 

      ※協会けんぽは、100‰。 

 

 

 

 



 
２．平成 29 年度の医療保険各制度の医療費等の状況について 

厚生労働省は、「医療保険に関する基礎資料～平成 29 年度の医療費等状況～」を 

公表した。 

（決算状況） 

 全制度黒字、合計で 8,548 億円の黒字。 

 組合健保 1,351 億円、協会けんぽ 4,473 億円、市町村国保 1,819 億円、 

後期高齢者 165 億円。 

（1 人当り医療費） 

 組合健保 157,576 円、協会けんぽ 178,279 円、市町村国保 362,982 円、 

後期高齢者 945,088 円で各制度前年度より増加。 

 後期高齢者の診療費は、一般と比較して、入院 6.6 倍、外来 3.4 倍。 

※詳細は、別紙表１～表 6 参照 

 

３．見直すべき負担と給付の公平化 

  上記 2 の「医療保険に関する基礎資料～平成 29 年度の医療費等状況～」によると、 

 （１）収入のうちで保険料の占める割合 

    健保組合  98.6％ 

協会けんぽ 88.4％ 

    市町村国保 17.4％ 

     後期高齢者  8.0％ 

 （２）支出のうち保険給付費（医療費等）の占める割合 

    健保組合  49.7％ 

協会けんぽ 61.2％ 

    市町村国保 62.2％ 

後期高齢者 99.5％ 

（３）実効給付率（高額療養費等の給付を加味した実質的な給付率） 

    健保組合  77.98％ 

協会けんぽ 77.97％ 

    市町村国保 83.21％ 

後期高齢者 92.00％ 

平成 14 年度以前は、健保組合等の被用者保険制度が優位でしたが、国保と同様 

 の給付率 7 割が導入された平成 15 年度以降は逆転している。 

以上のことから、市町村国保、後期高齢者の保険料の適正化及び後期高齢者の窓口 

負担の引き上げを実施して、負担と給付の公平化を図るべきであります。 

 



 
４．業態別の健康状況調査（健保連） 

  健保連は、平成 29 年度「業態別にみた被保険者の健康状態に関する調査」を公表し 

た（2 月 3 日）。 

 健診データ等を基に、26 の業態別に取りまとめたものです。 

 金属けんぽは、金属工業に含まれます。 

  金属けんぽは、喫煙、メタボは平均より高い。 

 （喫煙） 

  ワースト１位 運輸業   38.2％ 

  ワースト８位 金属工業 33.6％ 

    平均          29.7％ 

        金属けんぽ 33.5％ 

（メタボ） 

  ワースト１位 建設業   20.2％ 

   ２位 金属工業 17.6％ 

    平均          14.8％ 

        金属けんぽ 16.4％ 

 

（メタボ予備群） 

  ワースト１位 建設業    16.3％ 

          ４位 金属工業  15.4％ 

    平均                 14.8％ 

        金属けんぽ 10.7％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ．事業の概況等 

 

１．令和 2 年度の健康診査事業の実施について 

  令和 2 年度の健康診査事業の実施内容は、2 月 25 日付けで、「ご案内の一式」を送

付しました。 

  令和 2 年度の変更点は、 

・婦人生活習慣病健診の実施期間が、1 ヶ月延長され、春季が 4 月～8 月、秋季が 10 

月～翌年 2 月までです。 

・千代田健診センターの胃内視鏡検査日は、水曜日を追加して、週 3 日（火・水・ 

金）です。 

 

 

２．新入社員向けの健康づくりガイドブックの活用について 

  金属けんぽは、保健師、管理栄養士が中心になり、加入事業所の意見も取り入れな

がら、新入社員向けの小冊子「健康づくりガイドブック～新社会人編～」を作成し、

ホームページの「加入員専用ページ・健康と生活バックナンバー」欄の「加入員向け

サービス」欄に」掲載してあります。 

  健康づくりは、社会人としての基礎であり、楽しく仕事をする上での土台となるも

のです。 

  新入社員の研修資料の一つとして、ご活用いただければ幸いです。 

   

3．歩こう大会（潮干狩り）について 

  令和 2 年度の「歩こう大会」（潮干狩り）は、6 月 21 日（日曜日）に木更津海岸「中

の島公園」で今年度同様に開催します。 

ご案内は、３月中旬頃に加入事業所様へ文書にて送付予定です。 

令和元年度歩こう大会（潮干狩り）は、1,238 人の皆様にご参加頂きました。 

 

4．健康優良企業「銀の認定」事業所アンケート結果について 

  「銀の認定」を受けている事業所の担当者に、取得するための「難易度・経費等」の

アンケートを行った結果は以下のとおりです。 

  ・思っていたよりは苦労ではなく、思ったほど高額ではなかった。 

※詳細は、別紙「健康優良企業「銀の認定」事業所アンケート結果」参照 

 

   

   



 
5．ヘルシーアップサポート（メンバーシップ特典サービス）の取り組みについて 

  ヘルシーアップサポートは、スポーツクラブ、日帰り温泉施設、健診施設など 20 の

サービス提供施設（令和 2 年 2 月 29 日現在）を一般の方よりも安価に利用していた

だき、健康増進、心身のリフレッシュ等にご活用していただく事業です。 

利用可能施設、割引額等の詳細は、「東京金属事業健康保険組合ホームページ」の「健

康増進事業・各種割引券」をご参照ください。 

 

6. 事業主健診結果データ（契約外健診機関分）のご提供について 

 金属けんぽは、メタボの方への「特定保健指導」や医療機関の受診が必要な方への受

診勧奨」等、健康に関するサービスを実施しています。 

しかしながら、金属けんぽの契約外健診機関で、定期健診などを実施された場合は、

健診結果データの未着により、上記の各種サービスが提供できておりません。 

事業所でお持ちの事業主健診結果データ（契約外健診機関分）は、是非、金属けんぽ

に提供ください。 

提供方法等の詳細は、健康管理部（☎03-3866-2869）までお問合わせください。 

  

 

７．がん検診費用補助金・婦人生活習慣病健診費用補助金について 

今年度実施分で未請求となっているものがございましたら、至急ご請求ください。 

  支給方法等の詳細は、健康管理部（☎03-3866-2869）までお問合わせください。 

 

８．事務担当者講習会について 

  金属けんぽは、毎年 4 月に、加入事業所において初めて健康保険の事務を担当する

担当者を対象にした、事務担当者講習会を開催しています。 

令和 2 年度は、4 月 22 日（水曜日）から 24 日（金曜日）の 3 日間で開催します。 

  資格取得、資格喪失、月額変更などの適用関係の手続きをはじめ、療養費、傷病手

当金などの現金給付や当組合の付加給付の概要、請求手続きなどに加え、例年どおり、

健康づくりやジェネリック医薬品の使用促進、医療費適正化への取組みなどについて

もご説明し、ご協力を求めていくことにしています。 

なお、昨年度は 76 事業所、85 名の方にご参加いただきました。 

 

 

 

 

 



 
９．被扶養者資格の再確認について 

  被扶養者資格の再確認につきましては、1 月 14 日までに「健康保険現況届」の提出

をお願いしていたところですが、2 月 26 日現在、39 事業所が未提出となっています。

年度末に向けて、個別に対応していくことにしています。 

 

10．被扶養者認定の国内居住要件の追加について 

1 月のレポートでもご案内していますが、令和 2 年 4 月から被扶養者の認定要件に

「国内居住」が加えられ、一部例外を除き、日本国内に住民票があることが要件の一

つとなります。ただし、日本に住所があっても、日本に滞在する目的が入院や観光・

保養を目的とし、滞在期間が 1 年以内の外国籍の方は被扶養者となることができませ

ん。 

また、海外に在住していても、留学や海外赴任に同行する家族、観光、保養または

ボランティアなど就労以外の目的による一時的な渡航のケースは、確認書類等を添付

いただくことにより、被扶養者となることができます。 

  詳細な取り扱いは、2 月 20 日付の文書により、事業主様あてに通知しています。ご

不明な点は本部業務部（☎03-3866-2865）、多摩支部業務課（☎042-521-6611）までお

問合わせください。 

 

（以上） 

 



別紙１-１
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別紙１-４

週刊社会保障 No.3057［2020.2.3］より抜粋



健康優良企業「銀の認定」を取得する
ために行った取組みの難易度?

健康優良企業「銀の認定」を取得する
ために一番苦労したことは?

健康優良企業「銀の認定」を取得する
ために要した経費について

健康優良企業「銀の認定」を取得する
ために要した一番高額な経費はいくら
でしたか?また、それは何?

健康優良企業「銀の認定」を取得する
ために金属けんぽが行った支援で一番
効果的な支援は何でしたか?

今後、金属けんぽに新たに支援して
欲しい事はありますか?

5

11

2

大変苦労した
思っていたより苦労はなかった
苦労はなかった

9

2

3

4

計画を立て実行すること
事業場が複数あるのでとりまとめ
社員の協力を得ること
苦労はなかった

1

9

8

大変高額であった
思ったほど高額ではなかった
ほとんどなかった

11
1

2

4

血圧測定機などの健康器具
分煙対策費用
各事業場への取組説明にかかる交通費等の需用費
特別要した経費はない

16

2

1 計画書作成にかかる助言や回覧文書などの情報提供

2 保健指導の実施

8

4

6

1 保健指導該当者などの情報提供
2 健康教室の開催
3 いまのところなし

健康企業宣言 健康優良企業「銀の認定」事業所アンケート結果について

高額経費
夏場の熱中症対策10万円
野外喫煙場所の設置5万円

50

別紙２
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